
電子申請についての
問 い 合 わ せ 先

（財）消防試験研究センター電子申請室
受付時間  9時～17時（土・日・祝日を除く）
全国共通専用電話  0570-07-1000（有料）

電子申請については、当センターのホームページ（http://www.shoubo-
shiken.or.jp）に詳細な利用方法や、Ｑ＆Ａが掲載されていますので、電
子申請に当たっては、必ずこれをご確認のうえお申し込みください。

平成２３年度

消防設備士試験　試験案内
財団法人　消防試験研究センター岩手県支部

試験案内は、最後までよく読んで、記載されている内容に同意した上で、申し込んで
ください。また、この試験案内は合格発表まで大切に保管してください。

試 験 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先
書面による願書の提出先（郵送又は持参）

（財）消防試験研究センター岩手県支部
受付時間  9時～17時（土・日・祝日を除く）
【TEL】  019-654-7006
【FAX】  019-622-0922
【住所】  〒020-0015

盛岡市本町通1-9-14
JT本町通ビル5階

岩手県支部  案内図

お 知 ら せ

試験当日、写真を貼った受験票を必ず持参してください。
写真を貼った受験票がないと試験を受けられません。
試験会場には、証明写真撮影機（スピード写真機）はありません。

電子申請での団体申込みが便利になりました。
団体代表者が受験者全員分の願書情報の入力を一括で登録でき、
試験手数料もまとめて払い込みできます。
（詳細は当センターのホームページをご覧ください。）
※　電子申請を予定されている団体の担当の方は、事前に支部に
ご連絡くださるようお願いします。
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消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第１項の規定により、岩手県知事から委任された消防設備士
試験を次のとおり実施します。

１　受験の申請から免状交付までの流れ
受験申請方法は書面による受験申請（以下「書面申請」という。）とインターネットによる受験申請（以下「電
子申請」という。）の２通りがあります。電子申請の受付期間と郵送等による書面申請での願書受付期間は異なり
ますのでご注意ください。

（１）書面申請の方法

常置場所
①　県内各消防本部・消防署等
②　岩手県庁　総合防災室
③　（財）消防試験研究センター岩手県支部

試験案内・願書・払込用紙の入手

必ず当センター指定の払込用紙を使って、郵便局
の窓口で払込みしてください。（別途、郵便局の払込
手数料がかかります。）

試 験 手 数 料 の 払 い 込 み

１４ページの記入例を参考に、記入してください。
受　験　願　書　の　記　入

願書締切間際に提出した書類に不備がある場合、
受理できない事がありますので、願書は早めに提出
してください。

願書の提出（郵送又は持参）

試験日の概ね２週間前までにお送りします。
普通郵便で送付しますので、表札などを出してい

ない方には、受験票が届かない場合があります。
受験票が到着しない場合、紛失した場合等は当支

部にご連絡ください。

受　験　票　の　郵　送

必ず受験票に写真を貼って持参してください。
（受験票を持参しない場合、写真を貼っていない場合は受験できません。）
受験票に記載の集合時刻までに、試験室の指定された席に座ってください。

試　験　当　日

①　当支部掲示板に合格者の受験番号を公示（正午からは、ホームページにも掲載します。）
②　受験者全員に試験結果通知書を送付します。（電子メールでの試験結果通知は行いません。）

合　格　発　表

試験結果通知書と一連で免状交付申請書になっていますので、そのハガキの説明をよく読んで、申請期間内
（免状交付申請書に記載）に手続きしてください。

免状交付申請の手続き

申請書受付後、概ね２週間以内に簡易書留郵便で免状をお送りします。
免　状　交　付

（２）電子申請の方法

①　インターネットに接続できるパソコンがあり、
プリンターで印刷できる方
②　電子メールアドレスをお持ちの方
　　（携帯電話やフリーメール等のアドレスは利用不可）

電子申請をする為の条件

利用許諾同意後、画面の指示にしたがって入力し
てください。

願　書　情　報　入　力

受付は受付開始日の午前９時～締切日の午後５時
までで、２４時間対応です。（締切直前はアクセスが
集中することが予想されますので、余裕を持って申
請してください。）

当センターホームページにアクセス

以下の中から選択して、お支払いください。
①　ペイジー
②　コンビニエンス決済
③　クレジットカード

試験手数料の払い込み

試験日の概ね２週間前までに、受験票の受取りに
ついてのメールを送信しますので、受験票をダウン
ロードし、印刷してください。

受　験　票　の　印　刷

払込手数料は無料です。
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２　試験の概要
（１）試験実施日程等

回 試　験　日 受験地 書面申請の受付期間
（郵送または窓口持参）

電子申請の
受 付 期 間

合格発表
予 定 日

第
１
回

８月27日（土）
盛岡市 ７月７日

～

７月15日
（当日消印有効）

７月４日

～

７月12日
（午後５時締め切り）

９月29日

奥州市

第
２
回

平成24年
  ２月25日（土）

盛岡市 １月５日

～

１月13日
（当日消印有効）

１月２日

～

１月10日
（午後５時締め切り）

平成24年　
３月29日

奥州市

（２）試験の実施会場（予定）
試験は次の会場で行う予定です。受験願書の受験地欄には太枠内赤字の市名を書いてください。試験会場を指

定することはできません。

受験地 試験会場（予定） 駐車場の有無

盛岡市 建設研修センター　他 有（有料・台数制限あり）

奥州市 丸谷興務店株式会社 有

（注１）試験会場は収容人員等の関係で、変更になる場合もありますので、受験票で確認してください。なお、受
験票（ハガキ）に記載された試験会場以外での受験はできません。

（注２）試験会場への直接の問い合わせは絶対に行わないでください。
（注３）駐車場有となっている試験会場でも駐車台数に制限があります。できるだけ、公共交通機関を利用して来

場ください。駐車場が満車の場合は、各自の責任において有料駐車場等を確保してください。
（注４）受験票に駐車場なしと記載されている会場には、絶対に車で来場しないでください。駐車に係るトラブル

について、一切責任を負いません。

（３）試験開始時刻

試験の種類 受付開始時刻 説明開始時刻
（時間厳守）

試験開始時刻

午前 甲種　特・第１・２・３・５類
乙種　第１・２・３・５・６類 午前９時 午前９時３０分 午前１０時

午後 甲種　第４類
乙種　第４・７類 午後１時４０分 午後２時 午後２時３０分
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（４）実施する試験の種類　
消防設備士免状には甲種と乙種があり、甲種は工事整備対象設備等の工事、整備及び点検ができ、乙種は整備
及び点検ができます。ただし、各種類ごとに取扱う設備が限定されていますので類ごとに免状が必要です。

試験種類
工事整備対象設備等の種類

甲種 乙種

特類 特殊消防用設備等

第１類 第１類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備

第２類 第２類 泡消火設備

第３類 第３類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

第４類 第４類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備

第５類 第５類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機

第６類 消火器

第７類 漏電火災警報器

（５）試験科目、問題数及び試験時間

種　　類 試　　験　　科　　目 問 題 数 試 験 時 間

甲種特類 筆
記

消防関係法令 15問
２時間45分工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法 15問

工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識 15問

種　　別 試　　験　　科　　目
類　　別 試 験 時 間

一類 二類 三類 四類 五類 六類 七類 計

甲
種
（
特
類
以
外
）

筆
記

①　消 防 関 係 法 令
共　　通 8 8 8 8 8 － －

３時間15分

類　　別 7 7 7 7 7 － －

②　基　礎　的　知　識
機　　械 6 6 6 － 10 － －
電　　気 4 4 4 10 － － －

③　構　造　・　機　能
　　工　事　・　整　備

機　　械 10 10 10 － 12 － －
電　　気 6 6 6 12 － － －
規　　格 4 4 4 8 8 － －

計 45 45 45 45 45 － －

実
技

④　鑑　　　　　　別　　　　　　等 5 － －
⑤　製　　　　　　　　　　　　　図 2 － －

乙
種

筆
記

①　消 防 関 係 法 令
共　　通 6 6 6 6 6 6 6

１時間45分

類　　別 4 4 4 4 4 4 4

②　基　礎　的　知　識
機　　械 3 3 3 － 5 5 －
電　　気 2 2 2 5 － － 5

③　構　　　　　　　造
　　機　　　　　　　能
　　整　　　　　　　備

機　　械 8 8 8 － 9 9 －
電　　気 4 4 4 9 － － 9
規　　格 3 3 3 6 6 6 6

計 30 30 30 30 30 30 30
実技 ④　鑑　　　　　　別　　　　　　等 5

- � - - � -- � - - � -



（６）併願受験
①　午前の時間帯と午後の時間帯に、それぞれ１種類ずつ併願受験することができます。
②　受験願書は試験の種類ごとに作成し、同一封筒で申請してください。

（７）複数受験
①　「電気工事士」の免状を有し、試験の一部免除を受ける方は、「甲種第４類及び乙種第７類」又は「乙種第
４類及び乙種第７類」の組み合わせに限り２種類の試験を同時に受験できます。
②　受験願書は試験の種類ごとに作成し、同一封筒で申請してください。

（８）試験の方法
①　受験票に記載されている試験日・試験種類・試験会場・試験の一部免除の内容により試験を行います。
（必ず事前に受験票を確認してください。）

②　筆記試験は、甲種、乙種とも４肢択一式です。
③　実技試験（甲種特類を除く。）は、鑑別等、製図（いずれも写真、イラスト、図面等による）とも記述式です。
④　試験当日は、写真を貼った受験票、鉛筆（HB又はB）、消しゴムを必ず持参してください。
⑤　試験会場では、電卓・計算尺・定規及び携帯電話等の通信機器の使用を禁止します。

（９）合格基準
①　甲種特類
　　各科目毎に40％以上で全体の出題数の60％以上の成績を修めた方を合格とします。
②　特類以外
　　筆記試験において、各科目毎に40％以上で全体の出題数の60％以上、かつ、実技試験において60％以上の
成績を修めた方を合格とします。
　　なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とします。
　（実技試験の採点は、消防法施行規則第３３条の９の規定により、筆記試験が合格基準に達した方を対象とし
ています。）

３　書面申請の方法
（１）申請に必要な書類等

提出書類名 留　　　意　　　点

受 験 願 書 １４ページの記入例を参照し、記入してください。

振替払込受付証明書
当センター指定の「振替払込受付証明書（お客さま用） 受験願書添付用  」をＢ面
おもての指定欄にのり付けしてください。
（詳細については、１５ページを参照ください。）

該
当
者
の
み

消防設備士免状を取得している方 消防設備士免状の表と裏のコピー

甲種の受験者 受験資格を証明する書類（７ページ５（２）を参照）

試験の一部免除を受ける方 資格を証明する書類（１０ページ６（３）を参照）

（２）試験手数料
（※非課税）

甲種 乙種

5,000円 3,400円

当センター指定の払い込み用紙を
使って、郵便局の窓口で払い込みし
てください。払い込み方法の詳細は
15ページをご覧ください。
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（３）注意事項
①　受験願書を郵送する場合は、願書を折らないように注意してください。
②　郵送の場合は、各受付期間最終日の郵便局の消印があるものまで有効です。
③　受付期間をすぎた受験願書、及び記載事項等に著しく不備のある受験願書、又は虚偽の記載をしたり適正
を期することができない受験願書は受理できません。この場合は、受験申請書類等を返却します。
　　その際の返却費用は、本人負担となります。
④　一旦提出し、受理された願書、その他の提出書類及び試験手数料は、お返しできません。
⑤　受験願書受付締切日以降の、「試験日」・「試験種類」・「受験地」・「免除資格」の変更及び取消しはできません。

４　電子申請の注意事項
①　受付期間が書面申請と異なりますので、ご注意ください。（４ページ２（１）を参照）
②　電子申請で申込みした場合、受験票は各自で印刷して頂きます。
③　電子申請手続きは、変更される場合がございますので、申請手続きされる場合は、必ず当センターのホー
ムページで手続きについてご確認ください。
④　システム保守整備等のため、電子申請受付期間中にシステムを停止する場合や、予期せぬ機器停止や通信
障害などが起きた場合のトラブルについては、一切責任を負いません。
　　また、電子申請にあたり、受験者側のパソコンの不具合や通信障害等によるトラブルに関しても一切責任
は負えません。

５　受験資格
（１）乙種消防設備士試験
「乙種消防設備士試験」には受験資格は必要ありません。どなたでも受験できます。

（２）甲種消防設備士試験
次表に該当する方は、甲種消防設備士試験の受験資格があります。
受験願書の「甲種受験資格」欄に【　　】内の略称を記入してください。

特類

次に掲げる甲種消防設備士免状を取得している方 証明書類

【甲特】
（ア）甲種第１類～第３類うち一つ・第４・５類の取得者
（イ）甲種第１類～第３類うち二つ・第４・５類の取得者
（ウ）甲種全類の取得者

免　　状

特類以外

（ア）　次に掲げる学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて
卒業した方 証明書類

①【大卒】【短大卒】【高専卒】
【高校卒】【中等教育卒】

学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校（５年制）・
高等学校・中等教育学校 卒業証書

又は
卒業証明書

②【外国の学校】　 外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、高
等専門学校（５年制）又は高等学校に相当するもの

③【高校等卒８単位】
学校教育法による高等学校、中等教育学校において、指定
されている学科名の中に該当するものがない場合は、機械、
電気等の科目を８単位以上修得して卒業した方

単位修得証明書
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（イ）　次に掲げる学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上
修得した方

　　　ただし、単位制度のない、専修学校、各種学校、その他消防長官が定める学校にあっては、機械、
電気、工業化学、土木又は建築に関する科目を、講義については15時間、演習については30時間、
実験、実習及び実技については45時間の授業をそれぞれ1単位として15単位以上修得した方

証明書類

①【大学等１５単位】　 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校（５年制）

単位修得証明書

②【専修学校】 学校教育法による専修学校（専門学校）

③【各種学校】 学校教育法による各種学校

④【大学、短大、高専の専攻科】 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校（５年制）
の専攻科

⑤【防衛大学校】【防衛医科大学校】 防衛省設置法による防衛大学校、防衛医科大学校

⑥【職業能力開発総合大学校等】 職業能力開発促進法による職業能力開発（総合）大（短）学校

⑦【職業能力開発大学校等】
【職業訓練大学校等】

職業能力開発促進法改正前の職業能力開発大（短）学校、
職業訓練大（短）学校

⑧【前職業訓練大学校等】 職業訓練法改正前の職業訓練大（短）学校

⑨【旧職業訓練大学校】 職業訓練法廃止前の職業訓練大学校

⑩【中央職業訓練所】 職業訓練法改正前の中央職業訓練所

⑪【水産大学校】 独立行政法人水産大学校

⑫【海上保安大学校】 国土交通省組織令による海上保安大学校

⑬【気象大学校】 国土交通省組織令による気象大学校

（ウ）　次に掲げる実務経験を有する方 証明書類

①【整備経験２年】
乙種消防設備士免状の交付を受けた後２年以上、工事整備
対象設備等の整備（法第１７条５の規定に基づく政令に定
めるものに限る）の経験を有する方

免状及び
実務経験証明書

②【工事補助５年】
工事整備対象設備等の工事（消火器具、動力消防ポンプ、
非常警報器具、誘導標識等の設置を除く。）の補助者として、
５年以上の実務経験を有する方

実務経験証明書③【消防行政３年】 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に関する事務につ
いて、３年以上の実務経験を有する方

④【省令前３年】 昭和４１年４月２１日以前において、消防用設備等の工事
について３年以上の実務経験を有する方

（エ）　次に掲げる資格、免状等を有する方 証明書類

①【甲種】 甲種消防設備士免状の交付を受けている方 免状

②【技術士（〇〇部門）】 技術士法第４条第１項による技術士第２次試験に合格した
方

合格証書又は
技術士登録証

- � - - � -- � - - � -



③【電気工事士】

（ア）電気工事士法第２条第４項に規定する電気工事士免
状の交付を受けている方

（イ）電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定
合格証明書の所持者（特種電気工事資格者を除く。）

免状

検定合格証明書

④【電気主任技術者】

（ア）電気事業法第４４条第1項に規定する第１種、第２種
又は第３種電気主任技術者免状の交付を受けている方

（イ）電気事業法附則第７項の規定により電気主任技術者
免状の交付を受けているとみなされた方

免状

認定校の
卒業証明書等

⑤【博（修）士】

学校教育法第１０４条に基づく、学位授与機構により授与
された、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する
専攻分野の名称を付記された「修士又は博士」の学位を有
する方

学位授与証明書等
又は学位記

⑥【専検合格者】
専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校卒業程度検
定試験の機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する合
格者

検定試験合格証明書

⑦【管工事技士】 建設業法第２７条の規定による管工事施工管理の種目に係
わる１級又は２級の技術検定に合格した方 技術検定合格証明書

⑧【教員免許状】 教育職員免許法により、高等学校の工業の教科について普
通免許状を有する方（旧教員免許令を含む。） 免許状

⑨【無線従事者】 電波法第４１条の規定により、無線従事者の資格の免許を
受けている方（アマチュア無線技士を除く。） 免許証

⑩【建築士】 建築士法第２条に規定する１級建築士又は２級建築士 免許証又は
一級建築士免許証明書

⑪【配管技能士】
職業能力開発促進法第４４条（旧職業訓練法第６６条）の
規定による配管の職種に係わる１級又は２級の試験に合格
した方

技能検定合格証書

⑫【ガス主任技術者】 ガス事業法３２条の規定によるガス主任技術者免状の交付
を受けている方（第４類の受験に限る。） 免状

⑬【給水技術者】 水道法第２５条の５の規定による給水装置工事主任技術者
免状の交付を受けている方（旧法の資格者を含む。） 免状又は登録証

⑭【条例設備士】 昭和４１年１０月１日前の東京都火災予防条例による旧制
度の消防設備士 免状

【備考】
①　（イ）の大学、短期大学、高等専門学校、大学院等における修得単位は、卒業、在学中、中退又は専攻科、
通信教育にかかわりなく通算して算定することができます。放送大学も通算して算定できます。（大学等で発
行する「単位修得証明書」による。）
②　証明書類のうち、「免状」、「卒業証書」等、証明書類欄の網掛け（  部分）をしてある書類については、
コピー（縮小したものも可）でも支障ありません。
③　証明書類と氏名が変わっている場合は、戸籍抄本等、証明書類を添付してください。
④　「実務経験証明書」は事業主等の証明書です。受験願書Ｂ面裏の様式を使用してください。
⑤　旧制大学、旧制専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所の卒業者及び旧制専門学校卒業程度検定試
験合格者も同様の資格があります。詳細はお問い合わせください。
⑥　学科名、単位数等、受験資格について不明な点は、（財）消防試験研究センターのホームページをご覧頂くか、
当支部にお問い合わせください。
⑦　過去にいずれかの支部で甲種の試験を受験したときの受験票又は平成11年4月以降の試験に係わる試験結果
通知書を提出することにより、甲種の受験資格の証明に代えることができます。（コピー不可）
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６　科目免除
甲種（特類を除く）又は乙種の受験願書申請時に、次の（１）及び（２）の表の「既に取得している資格」欄
の中の資格を有する方は、申請により試験科目の一部免除を受けることができます。その場合の試験時間は短縮
になります。
なお、免除を受けるためには、資格を証明する書類が必要ですので、次の（３）に記載している証明書類を願
書に貼付して提出してください。（資格を証明する書類に不備がある場合は、免除を受けられません。）
※「既に取得している資格」欄の甲種第１類～第５類、乙種第１類～第７類とは、消防設備士免状の種類です。

（１）甲種受験者
受験する
種　　類 既に取得している資格 科目免除

筆　記 実　技

甲種第１類

甲種第２、３類 法令（共）と基礎 免除なし
甲種第４、５類 法令（共） 〃
電気工事士又は
電気主任技術者 基礎（電）と構造（電） 〃

技術士（機械、衛生部門）
又は日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

甲種第２類

甲種第１、３類 法令（共）と基礎 〃
甲種第４、５類 法令（共） 〃
電気工事士又は
電気主任技術者 基礎（電）と構造（電） 〃

技術士（機械、化学部門）
又は日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

甲種第３類

甲種第１、２類 法令（共）と基礎 〃
甲種第４、５類 法令（共） 〃
電気工事士又は
電気主任技術者 基礎（電）と構造（電） 〃

技術士（機械、化学部門）
又は日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

甲種第４類

甲種第１、２、３、５類 法令（共） 〃
電気工事士 基礎と構造（電）鑑別等の問１が免除
電気主任技術者 　〃　　　〃 免除なし
技術士（電気部門）又は
日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

甲種第５類
甲種第１、２、３、４類 法令（共） 〃
技術士（機械部門）又は
日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

（３）免除を受けるための資格証明書類等
既に取得している資格 証明書類

消防設備士免状を有する方 消防設備士免状のコピー
電気工事士免状を有する方 電気工事士免状のコピー
電気主任技術者免状を有する方 電気主任技術者免状のコピー

技術士登録証等を有する方
（機械、電気、電子、化学、衛生工学部門）

技術士第２次試験若しくは
本試験の合格証書
又は技術士登録証のコピー

日本消防検定協会又は指定検定
機関の職員で、型式承認の試験
実施業務に２年以上従事した方

型式承認試験の実施業務の
従事証明書（原本）

５年以上消防団員として勤務し、
かつ、消防学校の教育訓練のうち
専科教育の機関科を修了した方

消防団員歴の証明書（原本）
及び消防学校の教育（機関科）
修了証のコピー

〈備考〉
１　法令（共）　～消防関係法令の共通部分	 ２　基　　礎　～基礎的知識全問
３　基礎（機）　～基礎的知識のうち機械に関する部分	 ４　基礎（電）　～基礎的知識のうち電気に関する部分
５　構　　造　～構造、機能及び（工事）整備の方法全問	 ６　構造（電）　～構造、機能及び（工事）整備の方法のうち電気に関する部分

（２）乙種受験者
受験する
種　　類 既に取得している資格 科目免除

筆　記 実　技

乙種第１類

甲種第２、３類・乙種第２、３類 法令（共）と基礎 免除なし
甲種第１、４、５類
乙種第４、５、６、７類 法令（共） 〃

電気工事士又は
電気主任技術者 基礎（電）と構造（電） 〃

技術士（機械、衛生部門）又
は日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

乙種第２類

甲種第１、３類・乙種第１、３類 法令（共）と基礎 〃
甲種第２、４、５類
乙種第４、５、６、７類 法令（共） 〃

電気工事士又は
電気主任技術者 基礎（電）と構造（電） 〃

技術士（機械、化学部門）又
は日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

乙種第３類

甲種第１、２類・乙種第１、２類 法令（共）と基礎 〃
甲種第３、４、５類
乙種第４、５、６、７類 法令（共） 〃

電気工事士又は
電気主任技術者 基礎（電）と構造（電） 〃

技術士（機械、化学部門）又
は日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

乙種第４類

乙種第７類 法令（共）と基礎 〃
甲種第１、２、３、４、５類
乙種第１、２、３、５、６類 法令（共） 〃

電気工事士 基礎と構造（電）鑑別等の問１が免除
電気主任技術者 　〃　　　〃 免除なし
技術士（電気部門）又は
日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

乙種第５類

乙種第６類 法令（共）と基礎 〃
甲種第１、２、３、４、５類
乙種第１、２、３、４、７類 法令（共） 〃

技術士（機械部門）又は
日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

特定の消防団員 基礎 全問免除

乙種第６類

甲種第５類・乙種第５類 法令（共）と基礎 免除なし
甲種第１、２、３、４類
乙種第１、２、３、４、７類 法令（共） 〃

技術士（機械部門）又は
日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃

特定の消防団員 基礎 全問免除

乙種第７類

甲種第４類・乙種第４類 法令（共）と基礎 免除なし
甲種第１、２、３、５類
乙種第１、２、３、５、６類 法令（共） 〃

電気工事士 基礎と構造（電） 全問免除
電気主任技術者 　〃　　　〃 免除なし
技術士（電気部門）又は
日本消防検定協会職員 基礎と構造 〃
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７　試験に関する注意事項
（１）受験票
【重要】写真を貼付した受験票がないと受験できません。

書面申請者の受験票は試験日の２週間前までに送付します。届かない場合や、記載事項
に誤りがある場合は当支部まで連絡してください。
電子申請の方は自分で受験票を印刷し、以下の条件の写真を貼ってください。

写真は、試験当日の本人確認及び免状作成に使
用します。写真裏面には撮影年月日、氏名及び年
齢を記入し、受験票にしっかりとのり付けしてく
ださい。条件に合わない写真を持参した場合、受
験できません。

書面申請者に送付する受験票イメージ
貼付する写真の条件
①　受験日前６ヶ月以内に撮影したもの
②　無帽、無背景、正面上三分身像
③　縦４．５㎝、横３．５㎝の大きさ
で枠のないもの
④　鮮明なもの（デジタルカメラで
撮影した写真を使用する場合は、
従来の写真と同等以上の画質で、
写真印刷専用紙に印刷したもの）

受験票の氏名欄は受験者の氏名を
かい書で記入してください。

電子申請者が印刷する受験票イメージ

良い写真 悪い写真の例

3.5㎝

4.5㎝

×
小
さ
す
ぎ
て
本
人

　

確
認
で
き
な
い

×
背
景
が
あ
る

×
顔
が
大
き
い
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（２）その他注意事項　
①　試験日当日、試験問題が紛失した場合、聞き取り調査及び持ち物検査をすることがありますのであらかじ
めご了承ください。
②　（財）消防試験研究センターは、試験実施機関であり、問題集の出版や販売及び講習会等は、一切行っており
ません。
③　災害等による試験日時等の変更が生じた場合は、当センターのホームページ内の当支部ページに緊急情報
として掲載しますのでご覧ください。

８　団体申込み（書面申請）
①　受験手数料の一括払込
受験者名簿を添えて、名簿順に願書を並べて提出してください。「振替払込受付証明書（お客さま用）
受験願書添付用  」は、名簿の一番上の受験者の願書（Ｂ面）指定欄に貼付してください。

②　受験票・結果通知書の一括送付
受験願書の提出から結果通知書の受領まで、まとめて手続きを行う事業所及び学校等は、願書を提出する
前に当支部へ申し出てください。（原則として10名以上）

９　個人情報の取り扱い
（財）消防試験研究センター（以下「当センター」という。）は、危険物取扱者及び消防設備士試験の実施と免状
作成業務を行っています。
当センターは、試験及び免状事業の実施機関として個人情報を取り扱っていますので、個人情報の重要性を十
分認識し、その保護の徹底を図るとともに、個人情報の保護に関する法令及びその他の関連する規範を遵守し、
収集した個人情報は、正確、かつ、安全に取り扱います。
①　当センターの個人情報の内容と利用目的は次のとおりです。
（ア）　個人情報の内容
　　氏名、生年月日、本籍、住所、電話番号、勤務先名、学校名、職業、顔写真、メールアドレス等です。
（イ）　利用目的
　　利用は、本人確認、本人への通知・連絡、免状作成、免状交付状況に係る事項等の当センターの業務の範
囲内で行います。
②　当センターは、利用目的を達成のため、当該情報を業務委託先に預託する場合があります。その場合の業
務委託処理は、個人情報を保護するための措置及び業務委託先との責任関係の明確化を図るとともに、業務
機器等の安全対策を確実に実施しています。
　　なお、個人情報の提供は、団体受験に関し当該団体代表者へ提供するもの及び法令等に基づくものに限定
し適切に取り扱います。

岩手県支部に消防設備士試験受験願書を郵送する際、宛名ラベルとして使用してください。

盛岡市本町通1-9-14　ＪＴ本町通ビル５階
（財）消防試験研究センター　岩手県支部　行

　　　　　　　消防設備士試験受験願書在中

"

キ リ ト リ

" "

キ リ ト リ

"

020-0015
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10　試験終了後の手続き
（１）合格発表　
合格者の受験番号を、当センターのホームページ上に合格発表日の正午から掲示します。また、岩手県支部の
掲示板に合格者の受験番号を公示するとともに、受験者には郵便ハガキで合否の結果を直接通知します。
なお、試験結果の合否に関する電話による問い合わせ、試験問題及びその解答に関する問い合わせには、一切
応じられません。
試験会場外での特定業者による試験結果通知の有料サービスは当センターとは関係ありませんので注意してく
ださい。

（２）合格者の免状交付申請手続き
試験に合格された方は、指定された日（免状交付申請書に記載）までに以下のものを当支部まで持参又は郵送

にて提出してください。試験日後６ヶ月以上経過して申請する場合には、新たに写真１枚が必要になります。

郵送で提出する方は、当支部宛の封筒の中に以下のものをすべて入れて、送ってください。

　①　免状交付申請書及び結果通知書

結果通知書の右側が免状交付申請書となっていますので、切り離さないで、右上に申請日・申請者名（合格

者名）・電話番号を記入し、印字された内容に間違い及び印字もれがないか確認してください。（間違いがある

場合は赤ペンで訂正してください。）

　②　交付手数料

2,800円の岩手県収入証紙を申請書裏面に貼ってください。複数種類の申請をする方は、それぞれの申請書

に収入証紙を貼ってください。

岩手県収入証紙売りさばき所…県内各地方振興局・県庁・市町村役場・交通安全協会等

（他の売りさばき所については、岩手県出納局のホームページをご覧いただくか、当支部にお電話ください。）

なお、岩手県以外にお住まいの方で、岩手県収入証紙の購入が困難な方は、郵便局の「定額小為替」又は「現

金書留」で申請してください。

　③　消防設備士免状

消防設備士免状を既に取得している方は、その免状を必ず提出してください。

既得免状を紛失（亡失）されている方は、必ず再交付の申請手続きを行ってください。

また、本籍・氏名等が変わって、書換えをしていない方も、書換え手続きを行ってください。

　④　新規免状送付用封筒

当支部から申請をした方に新しい免状を送る為の封筒です。（定形封筒長さ14～23.5cm×幅９～12cm）

簡易書留で送りますので、封筒には380円分の切手を貼ってください。

なお、あて先は、確実に郵便物を受け取る方がいるところにしてください。

複数種類の申請をする方も、返信用封筒は１枚で結構です。
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カ セ  ゙ ノ

風  野

６０ １０ １０

マ タ サ フ  ゙ ロ ウ

又  三  郎

岩手

岩手

２３ ０７ ０７

０３

０２０ ００１５ ０１９−６５４−７００６

岩 手 県 盛 岡 市 中 通 通 字 花 園
１ − ９ − １ ４
岩 手 ア パ ー ト １ ２ ３ 号

町
○○設備（株）

234　5678

盛岡市

整備経験２年

１３ ７　15

１８４ １０ ０１ ０００１１ 宮城 ０４

１６４ ０５ ０３ ０００２８ 岩手 ０３

４

１
２３ ０８ ２７

３

11　受験願書記入例（Ａ面）
①　この用紙は複写式になっておりますので、折り曲げたりしないでください。
②　※印欄は記入しないでください。
③　黒のボールペンを使用し、かい書で丁寧に記入してください。
④　訂正する場合は、横二本線で消して、その上方に正しく書いてください。（訂正印の必要なし）
⑤　赤書は全部記載例です。

フリガナの濁点、半
濁点は１文字とし
て１マスに記入し
てください。

都道府県名から記
入し、濁点、半濁点
は１マスに一緒に
記入してください。

受験する試験の種
類に○を付け、類を
記入してください。

甲種受験者のみ７
ページ５（２）の表
にある記入略称を記
入してください。

試験科目の一部免除
を受ける資格を有す
る方で、その資格を
証明する書類を受験
願書Ｂ面裏に貼付し
た方は、その資格ご
とに「受ける」か「受
けない」に○を付け
てください。

同日に他の種類の
試験も受ける場合、
この願書の他に提
出する願書の種類
を記入してくださ
い。

左づめで記入し、戸籍どおり
の漢字を使用してください。

岩手と記入し
てください。

願書提出日を記入
してください。

本籍の都道府県名を記入して
ください。外国籍の場合は、
外国籍と記入してください。

願書Ｂ面裏
の都道府県
等コード表
により記入
してくださ
い。

日中に連絡
のとれる電
話番号を記
入してくだ
さい。

試験日前
３ヶ月以
内に岩手
県以外で
申請又は
受験した
場合は記
入してく
ださい。

主となる
ものに○
を付けて
ください。

願書Ｂ面裏
の都道府県
等コード表
により記入
してくださ
い。

消防設備士の免状を持っている方は、該当する種類に交付年月日等を
記入し、願書Ｂ面裏の指定欄に免状のコピーを貼付してください。

字○○まで記入
丁目・番地・号を算用数字で記入

団地・アパート等の名称まで詳しく記入

４ページで
試験日およ
び受験地を
確認して記
入してくだ
さい。受験
地は４ペー
ジ（２）太枠
内赤字の市
名を記入し
てください。

消防設備士の免状の有無
について、必ずどちらか
に○を付けてください。
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岩　手

23 07 07

マ タ サ フ  ゙ ロ ウ

○○設備（株）

又  三  郎

０１９−６５４−７００６

０９０　１２３４　５６７８

￥５０００

盛岡市中町通字花園1-9-14
     岩手アパート 123号

風野 又三郎
019 7006651

12　受験願書記入例（Ｂ面おもて）

絶対に受験願書に写真を貼付しな
いでください。受験願書に貼付さ
れた写真はお返しできません。

必ず「振替払込受付証明書（お客さま用） 
受験願書添付用  」を貼ってください。
それ以外のものは、受理できません。

「振替払込受付証明書（お客さま用）受験
願書添付用」を紛失しても当センターでは、
責任を負えません。紛失した場合は再度払
込みをしてください。なお、後日発見され
た場合は、申し出により払戻しいたします。

ゆうちょ銀行

盛岡
23.07.06
83001

（払込人⇨消防試験研究センター）

日附印 は無効

試験手数料の払い込み方法
①　当センター指定の３連式払込用紙に、金額・
住所・氏名・電話番号等を記入してください。
②　郵便局の窓口で、払い込んでください。
　　（試験手数料の他に、別途郵便局の払込み手数
料が必要です。）
③　「振替払込請求書兼受領証」と「振替払込受付
証明書（お客さま用） 受験願書添付用  」が渡さ
れます。
④　「振替払込受付証明書（お客さま用）受験願書添 
付用 」を受験願書Ｂ面指定欄に全面のり付けし
てください。

金額を訂正した

ものは無効で
す。再度新しい
払込用紙を使用
してください。

はがれないよう、しっかりとのり付けしてください。

020 0015
岩手県盛岡市中町通字花園1-9-14
岩手アパート 123号

風野 又三郎
019 7006654

￥５０００

風野 又三郎

￥５０００

￥５０００
盛岡市中町通字花園1-9-14
　　岩手アパート 123号

風野 又三郎
019 7006654

本人用受領証 願書添付用

郵便局の日附印を確認してください。
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風野 又三郎 昭和60 10 10

平成18 10　　1 平成23 7　　7

4　　9

平成23 7　　6

○○設備株式会社

代表取締役社長
岩手 太郎

屋内消火栓設備

０１９　　６２２　　０９２２

13　受験願書記入例（Ｂ面うら）

甲種の受験資格及び一部免除を受ける
為の資格証明書類を貼ってください。

「実務経験」の受験資格で甲種を受験される方

は、所要事項を記入し、事業所の証明を得て
ください。期間が複数の事業所にわたる場合
は、それぞれの事業所の証明を得てください。
（この場合は別紙として提出してください。）

事業所等の印

証明者の印

既に取得している消防設備士免状

のコピーを必ず貼ってください。
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